
西予市地域公共交通計画

【概 要 版】

安心して暮らしていける持続可能な
交通システムの構築

○西予市では、市内の公共交通について総合的な検討を行う「西予市地域公共交通活性化協議
会」を平成22年より設置し、「西予市地域公共交通総合連携計画」（計画期間：平成23年度
～平成27年度）・「西予市地域公共交通網形成計画」を策定し、公共交通の利便性向上のた
め各種施策を実施してきました。

○しかしながら、自家用車による移動の増大や少子高齢化・人口減少の進行は続き、さらに近年
は、新型コロナウイルス感染症による影響により、公共交通利用者は減少を続けています。

○また、第２次総合計画で「人口が減少している周辺部の小さなコミュ二ティについては、その
生活を支えるためＩＣＴを活用して、日常生活の利便性を維持しつつ、地域交通を可能な限り
維持する」ことを掲げています。

○このため、「地域公共交通総合連携計画」及び「西予市地域公共交通網形成計画」の成果や課
題、市民の意向を踏まえ、市民・事業者・行政が役割分担して、望ましい公共交通網の形成に
取り組むため、新たに「地域公共交通計画」（計画期間：令和４年度～令和８年度）を策定し
ました。

○西予市では、市内の公共交通について総合的な検討を行う「西予市地域公共交通活性化協議
会」を平成22年より設置し、「西予市地域公共交通総合連携計画」（計画期間：平成23年度
～平成27年度）・「西予市地域公共交通網形成計画」を策定し、公共交通の利便性向上のた
め各種施策を実施してきました。

○しかしながら、自家用車による移動の増大や少子高齢化・人口減少の進行は続き、さらに近年
は、新型コロナウイルス感染症による影響により、公共交通利用者は減少を続けています。

○また、第２次総合計画で「人口が減少している周辺部の小さなコミュ二ティについては、その
生活を支えるためＩＣＴを活用して、日常生活の利便性を維持しつつ、地域交通を可能な限り
維持する」ことを掲げています。

○このため、「地域公共交通総合連携計画」及び「西予市地域公共交通網形成計画」の成果や課
題、市民の意向を踏まえ、市民・事業者・行政が役割分担して、望ましい公共交通網の形成に
取り組むため、新たに「地域公共交通計画」（計画期間：令和４年度～令和８年度）を策定し
ました。

前計画である西予市地域公共交通網形成計画の意思を継ぎながら、本市が取り組む人口減少や
少子高齢化に対応したまちづくり施策と連携し、財政支出を意識しながら、公共交通網の形成を
目指します。
このため、基本理念は、前計画における「生活交通システム『おでかけせいよ』の確立」を発

展させ、「安心して暮らしていける持続可能な交通システムの構築」とし、自家用車が使えない
市民等にとって利用しやすく、公共交通に対する財政の効率化に配慮した交通体系を確立するこ
とを目指します。
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はじめに

■基本理念

■ 計画の基本理念と地域公共交通が果たすべき役割

■西予市地域公共交通計画の実施体制整備

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度の５ヵ年の計画期間において、下図に示す組織
体制で「西予市地域公共交通計画」を実施していきます。

■公共交通の利用者数と支出額

西予市役所 まちづくり推進課

電話：0894-62-6403 FAX：0894-62-6574

【前計画】

西予市地域公共交通網形成計画

「生活交通システム『新・おでかけせいよ』の確立」
～みんなでつくる、誰もが自由に移動できるまち～

【地域公共交通が果たすべき役割】

まちの集約化や地域の活性化等、
まちづくりの施策と連携した

公共交通網の形成

市内すべての集落からの
日常的な「おでかけ」の確保

複数の高校への通学が可能となる
交通体系の確立

来訪者にとっても
利用可能な移動手段の確保

交通手段を地域・利用者・市⺠で
支える意識の醸成

【新しい計画】

西予市地域公共交通計画

「安心して暮らしていける
持続可能な交通システムの構築」

【地域公共交通が果たすべき役割】

⾃家⽤⾞が使えない市⺠等にとって
利⽤しやすく、公共交通に対する
財政の効率化に配慮した交通体系を

確立することを目指す

公共交通が生活保障のために寄与でき、
市⺠の日常を支える

まちの集約化や地域の活性化等、
まちづくりの施策と連携した
公共交通網を形成する

移動だけでなく、
様々な分野と連携した役割を果たす

来訪者にとっても利用可能な
移動手段の確保

発
展

令和４年３月作成

■ 公共交通の利用者数

■ 公共交通の支出額

215,142 210,882 204,757
180,457
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宇和島バス 生活交通バス デマンド乗合タクシー 廃止代替バス その他経費

（千円）

149,378 154,004
157,508 162,304



■地域公共交通網の考え方

■ 西予市地域公共交通網の概念

基幹バス以外の路線バス（民間
路線バス及び野村地域の廃止代
替バス）。

基幹バス以外の路線バス

公共交通空白地域等を対象に、
移動困難者の移動を補助するた
めのデマンド乗合タクシー。

デマンド乗合タクシー

生活交通バス 公共交通空白地域等を対象に、
移動困難者の移動を補助するた
め、自治体が運行する生活交通
バス（自家用有償旅客運送）。

市内の各拠点（中心拠点、地域拠点、
生活拠点）同士、また、各拠点と市
外拠点とを結ぶ基幹的な路線バス。

基幹バス

各拠点から市内の各地域・集落を
結び、市内を移動するための交通
手段となる路線バス等。

支線バス西
予
市
の
交
通
体
系

○中心拠点：卯之町駅及び市役所本庁舎周辺

○地域拠点：野村支所周辺・三瓶支所周辺

○生活拠点：明浜支所周辺・城川支所周辺

○市外拠点：八幡浜市・大洲市・宇和島市・松山市

○中心拠点：卯之町駅及び市役所本庁舎周辺

○地域拠点：野村支所周辺・三瓶支所周辺

○生活拠点：明浜支所周辺・城川支所周辺

○市外拠点：八幡浜市・大洲市・宇和島市・松山市

市内の中心拠点（中心市街地）、地域拠点、生活拠点
及び市外拠点を結ぶバスを基幹バスと定義し、日常生活
に最低限必要な便数及び市外から市役所（支所含む）へ
の来訪に必要な便数を確保します。
西予市地域公共交通網の拠点は次のとおりとします。

基幹バス以外の路線バス等を支線バスと定義し、基幹
バスが経由しない集落については、支線バスをはじめと
する生活に必要な各種交通サービスを提供します。

■基本方針、目標・指標、目標達成のための事業の設定

本市の公共交通やまちづくりに関する課題を抽出した上で、地域公共交通の基本方針、目標・指標、目標達成のための事業を以下の通り設定しました。

※詳細は、「西予市地域公共交通計画」をご覧ください。

⻄予市地域公共交通計画の課題、基本的な⽅針、目標・指標、目標達成のための事業の設定

目標の設定 評価指標・目標値

目標①
市民ニーズを反映した公共交通
体系をつくる

目標⑤
各地域の交通の拠点化と拠点を
結ぶ交通ネットワークの充実

目標⑥
市外からの来訪者が利用しやす
い公共交通の構築

目標②
地域みんなで公共交通を支える

西予市の公共交通利用者数：172千人/年

旧小学校区単位で設立された地域づくり組織単位で
の会議開催数：4回/年

公共交通に対する市支出額：159,000千円以下/年

公共交通の地域運営組織の設立数：5組織

交通弱者に対する支援施策の構築数：１施策
目標③
交通弱者に対応する施策の連携
と交通手段の確保

バリアフリー車両の導入率：91.7％

公共交通利用者1人当たりの金額：920円

公共交通の収支率：52.9％

目標④
持続的に公共交通を運営する

待ち時間短縮のためのダイヤ調整件数：5件

情報発信ツール整備件数：４件

基本的な方針

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る

持
続
可
能
な
交
通
シ
ス
テ
ム
の
構
築

基本方針①
安心・快適な持続可能な
公共交通ネットワークの
構築

基本方針②
みんなで公共交通を守り
支える体制の構築

社会情勢による課題

（１）点在した集落への対応

（２）高齢者の生活状況に即した運
行体制への対応

（３）交通事業者の経営強化

地域概況等からみる課題

（４）高校生の通学バスの移動手段
としての機能強化

（１）交通の拠点化とまちづくりの
連携による公共交通網の充実

（２）ＪＲ卯之町駅における鉄道と
バスの乗り換え利便性の向上

（３）交通空白地域の公共交通サー
ビスの提供の検討

（５）スクールバス・温泉巡回バス
の運行管理

地域公共交通網の
持続性に対する課題

（１）公共交通に対する財政の効率化

目標達成のための事業
市立病院利用者に対する利用時間調査

利用目的に特化した路線運行の検討

二次救急体制と連携した交通網の見直し

市内高校への通学の充実

公共施設再編等と連携した交通網の検討

公共交通に関する情報の周知

地域主導型運行に関する指針の作成

各地域での公共交通会議の開催

各地域での公共交通ニーズの把握

交通の専門家の派遣

交通運営組織の設立

高齢者に対する路線バス利用補助

介護保険制度等を活用した支援の検討

運転免許証返納者への支援策の検討

低床・福祉車両の段階的導入

買い物困難者と買い物事業者のマッチング

情報発信の強化

電子決済の導入の検討

貨客混載の検討

路線改廃基準の策定

経済活性化と連携した交通産業活性化

スクールバス等用途別運行バスの集約化

交通拠点・乗り継ぎ環境整備

小さな拠点づくりとの連携

宇和・野村地区間の乗り継ぎの見直し

城川町内の路線見直し

交通結節におけるダイヤの見直し

バス情報のオープンデータ化

情報発信ツールの整備

公共交通の満足度：39.6%から向上


